
日米地位協定

第九条

１ この条の規定に従うことを条件として、合衆国は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれ
らの家族である者を日本国に入れることができる。

２ 合衆国軍隊の構成員は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される。合衆国
軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適
用から除外される。ただし、日本国の領域における永久的な居所又は住所を要求する権利を取得
するものとみなされない。

３ 合衆国軍隊の構成員は、日本国への入国又は日本国からの出国に当たつて、次の文書を携帯
しなければならない。
（ａ） 氏名、生年月日、階級及び番号、軍の区分並びに写真を掲げる身分証明書
（ｂ） その個人又は集団が合衆国軍隊の構成員として有する地位及び命令された旅行の証明と
なる個別的又は集団的旅行の命令書

合衆国軍隊の構成員は、日本国にある間の身分証明のため、前記の身分証明書を携帯していな
ければならない。身分証明書は、要請があるときは日本国の当局に提示しなければならない。

４ 軍属、その家族及び合衆国軍隊の構成員の家族は、合衆国の当局が発給した適当な文書を携
帯し、日本国への入国若しくは日本国からの出国に当たつて又は日本国にある間のその身分を日
本国の当局が確認することができるようにしなければならない。

５ １の規定に基づいて日本国に入国した者の身分に変更があつてその者がそのような入国の資
格を有しなくなつた場合には、合衆国の当局は、日本国の当局にその旨を通告するものとし、ま
た、その者が日本国から退去することを日本国の当局によつて要求されたときは、日本国政府の
負担によらないで相当の期間内に日本国から輸送することを確保しなければならない。

６ 日本国政府が合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の日本国の領域からの送出を要請し、又は合
衆国軍隊の旧構成員若しくは旧軍属に対し若しくは合衆国軍隊の構成員、軍属、旧構成員若しく
は旧軍属の家族に対し退去命令を出したときは、合衆国の当局は、それらの者を自国の領域内に
受け入れ、その他日本国外に送出することにつき責任を負う。この項の規定は、日本国民でない
者で合衆国軍隊の構成員若しくは軍属として又は合衆国軍隊の構成員若しくは軍属となるために
日本国に入国したもの及びそれらの者の家族に対してのみ適用する。

第九条に関する合意議事録▲

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/09_00.pdf


第九条に関連する日米合同委員会合意▲
、 、 （ （ ） （ ））▲ 米軍の構成員 軍属 家族の出入国 年 月 年 月 追加 年 月 改正52 5 61 3 61 8、 、

米軍との伝染病情報の交換（ 年 月）▲ 66 8

人、動物及び植物の検疫（ 年 月）▲ 96 3

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/09_01a.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/09_01b.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/09_01c.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/09_02.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/09_03.pdf



